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空き家放置はリスクだらけ

いますぐアクションを！

平成 27年に「空家等対策特別措置法」が施行された

ことにより、放っておいたら危険な空き家が「特定空

家」として指定されることとなりました。「特定空家」

に指定されると、まずは勧告により固定資産税等の軽

減措置（住宅用地特例）が受けられなくなり、土地の

固定資産税が６倍となります。次に命令に従わない場

合、50万円以下の過料が課されます。それにも従わず

行政代執行が行われた場合、解体費や修繕費が請求さ

れ、支払えなければ財産の差し押さえが実施されます。

このように、空き家を放置していると高額な請求が発

生するリスクがあるだけでなく、地震などの災害が起

こった際に建物の倒壊・崩落・火災の発生などで近隣

を巻き込み、損害賠償請求や命を奪ってしまうリスク

や、景観の悪化による人口流出、不法侵入による防犯

性の低下など、町に対しても良くない影響を与えてし

まいます。すぐに解体・売却・賃貸・活用などを行え

ば不動産価値の低下も防げるので、空き家はそのまま

にせず、いますぐ具体的なアクションを！

( 地域おこし協力隊　一級建築士　濱野みのり）

町内に事業所を置く一般廃棄物処理業者または産業廃

棄物処理業者を利用して行う、空き家の家財道具処分

にかかる経費の1/2を補助。（限度額 20万円）

空き家情報バンク登録物件

事業完了から 60 日以内に申請

下諏訪町 産業振興課 商工係

お役立ち補助金情報

下諏訪町空き家情報バンク利用促進補助金

空き家の家財道具処分に関する補助 条件

担当課
本補助金利用後、空き家情報バンク登録の取り消しがされた場合は

補助金を返還いただきます。

詳細






